
令和  年  月  日（  ）～令和  年  月  日（  ）まで（  日間） 

 
 

出席停止の連絡票 

 

令和  年  月  日 

保 護 者 様 

富山大学教育学部附属小学校 
 

 風しん、麻しん、水痘、流行性耳下腺炎等は学校保健安全法により医師の許可があるま

で出席停止の扱いとなりますので、医師と相談のうえ適切な処置をとられるようお願いし

ます。 

 

記 

 

１．氏 名      年    組  氏名              さん  

 

２．理 由  百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・水痘・ 

咽頭結膜熱・結核・髄膜炎菌性髄膜炎・腸管出血性大腸菌感染症・ 

流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・ 

その他（                 ）の疑い 

 

３．期 間  学校保健安全法施行規則第 19 条第２項に規定されている期間または病状

により医師が感染のおそれがないと認めた日まで 

※ 

 
                                                           
 

主 治 医 様 

 上記の疾病は、感染のおそれがなくなるまで登校(園)できないことになっています。 

診断・治療の上、下記に登校(園)許可日を記入していただき、本人に渡してくださるよ

うお願いします。 

登校(園)許可証明書 

学校(園)長 様 

  

病 名：                         

 

登校(園)許可日    令和    年    月    日 

 

診断日  令和  年  月  日 

 

主治医氏名                    

・ この連絡票は登校(園)される際に必ず学校(園)へお返しください。 

・ 不明な点がありましたら養護教諭または保健担当者にお問い合わせください。 

 

 

 

※は後日学校(園)で記入 



学校(園)で予防すべき感染症の出席停止期間の基準        

対象疾病 出席停止の期間の基準 

第

一

種 

エボラ出血熱 

治癒するまで 

クリミア・コンゴ出血熱 

痘そう 

南米出血熱 

ペスト 

マールブルグ熱 

ラッサ熱 

急性灰白髄炎 

ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群 
(病原体がコロナウイルス属Ｓ
ＡＲＳコロナウイルスである
ものに限る) 

鳥インフルエンザ 

新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症及び新感染症 

第

二

種 

 

新型コロナウイルス 

発症した後５日を経過し、かつ症状が
軽快した後 １日を経過するまで 
(無症状の場合は、検体を採取した日
から５日を経過するまで） ただし、症状に

より学校医その
他の医師におい
て感染のおそれ
がないと認めた
ときは、その限
りではない 
※出席停止期間の基

準で「発症した後△日

を経過」｢解熱した後

△日｣と規定されてい

る場合、症状が出た日

(解熱した日)の翌日を

１日目として数える 

インフルエンザ(鳥インフルエ
ンザは除く) 

発症した後５日を経過し、かつ解熱し
た後２日(幼児にあっては３日)を経過
するまで 

百日咳 
特有の熱が消失するまで又は５日間の
適切な抗菌薬療法が終了するまで 

麻しん（はしか） 
発しんに伴う発熱が解熱後３日を経過
するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発
現した後５日を経過し、かつ全身状態
が良好になるまで 

風しん（三日ばしか） 発しんが消失するまで 

水痘(水ぼうそう) 全ての発しんがかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後２日を経過するまで 

結核 

症状により学校医その他の医師において感染の恐れ
がないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第

三

種 

コレラ 

細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス 

パラチフス 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 



 
そ
の
他
の
感
染
症 

流行性嘔吐下痢症(感染性胃
腸炎) 

マイコプラズマ感染症 

溶連菌感染症 

伝染性紅斑(リンゴ病) 

急性細気管支炎(ＲＳウイル
ス等) 

ＥＢウイルス感染症 

帯状疱疹、手足口病 

ヘルパンギーナ  

アタマジラミ 

伝染性膿痂疹（とびひ） 

伝染性軟属腫(水いぼ)  等 

学校で通常見られないような重大な流行が起こった
場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるとき
に限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症
｢その他の感染症｣として緊急的に措置をとることが
できる 

 


